
88,400
133,400 1

（会社員）
配偶者

令和6年度からは、別に森林環境税（国税）として、1,000円が課税されます。
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　平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から
控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

　平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減

税制度（住宅借入金等特別控除）を受けた方で、所得税において控除しきれ

なかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が

適用されます。



　平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から
控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

　平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減

税制度（住宅借入金等特別控除）を受けた方で、所得税において控除しきれ

なかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が

適用されます。




